
　

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ
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登録
町
臨
時
職
員
等
の
登
録
制
度

有
効
期
限
満
了
の
お
知
ら
せ

　
現
在
、
臨
時
職
員
等
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
方
も
、
登
録
の
有
効
期

限
が
満
了
と
な
り
ま
す
。
平
成
30
年
度
以
降
の
登
録
を
希
望
す
る
場
合
、

改
め
て
新
規
で
登
録
申
込
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

登
録
募
集
案
内

　
町
で
は
、
職
員
に
欠
員
が
生
じ
た

場
合
な
ど
の
臨
時
職
員
等
の
雇
用
に

つ
い
て
、
登
録
の
申
込
み
が
あ
っ
た

方
の
中
か
ら
選
考
す
る
登
録
制
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等

に
関
す
る
法
律
の
趣
旨
に
基
づ
く
障

害
者
雇
用
の
登
録
に
つ
い
て
も
併
せ

て
ご
案
内
を
し
ま
す
。

■
提
出
書
類

①
芝
山
町
臨
時
職
員
等
登
録
申
込
書

②�

資
格
が
必
要
な
職
種
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
資
格
証
明
書
の
写
し

■ 

障
害
者
雇
用
の
場
合
に
追
加
さ
れ

る
条
件
な
ど

○
勤
務
条
件

　

�

自
力
で
通
勤
で
き
、
介
護
者
な
し

で
職
務
の
遂
行
が
可
能
な
方

○
提
出
書
類

　
障
害
者
手
帳
な
ど
の
写
し

■
申
込
み
受
付
（
郵
送
可
）

　

提
出
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
総
務
課
行
政
係
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

■
受
付
時
間

　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

※�

閉
庁
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、

年
末
年
始
）
は
、
受
け
付
け
で
き

ま
せ
ん
。

■
登
録
有
効
期
限

　
登
録
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
が
、

登
録
有
効
期
限
は
、
平
成
32
年
3
月

31
日
ま
で
で
す
。

■
問
合
せ
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�
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町
小
池
９
９
２

　
芝
山
町
総
務
課
行
政
係
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■募集職種（賃金は平成29年12月現在のもの）
職　　種 賃　　金 免許・資格等 勤　務　先 備　　考

一般事務職 時給890円 なし

役場庁舎内、各施設
（例）総務課、福祉保健課、
まちづくり課、町民税務課、
保健センター、教育委員会
事務局、中央公民館、芝山
古墳はにわ博物館など

用務員 時給890円 なし 教育委員会事務局
町内　小・中学校

保育所用務員 時給890円 なし 町内　各保育所 調理業務を含む
管理人 時給890円 なし 町内体育施設

保育士 時給1,120円 保育士免許 町内　各保育所
子育て支援センター

待機保育士 時給1,120円 保育士免許 町内　各保育所 月に10日程度
の勤務

一時保育
対応保育士 時給1,120円 保育士免許 第二保育所 月に16日程度

の勤務

時間外保育士 時給1,120円 保育士免許 町内　各保育所 朝・夕各3時間
程度の勤務

バス運転手 月給（要相談） 大型自動車第一種
または第二種免許

総務課
教育委員会事務局

レセプト
点検員 時給1,120円 医 療 事 務また はメ

ディカルクラーク資格 町民税務課

介助員 時給1,020円 なし 町内　小・中学校
学習支援員 時給1,370円 教員免許 町内　小・中学校
埋蔵文化財

調査員 月給（要相談） 要経験 芝山古墳・はにわ博物館

埋蔵文化財
作業員 時給980円 経験者優遇 芝山古墳・はにわ博物館 発掘作業および

整理作業補助
保健師 時給1,360円 保健師免許 芝山町保健センター

幼児交通安全
指導員 時給890円 経験者優遇

まちづくり課
（山武警察署管内幼児交
通安全指導協議会）

介護支援
専門員 時給1,270円 介護支援専門員 地域包括支援センター

（福祉保健課内）
週３日程度の
勤務

■選考　４月当初から雇用の場合、前年度の２月頃より各所属で選考を開始する予定です。
　�その後は、各部署において雇用する必要が生じた際に、登録された方の中から、書類審査や
面接試験などを行います。
※登録された方全員に連絡や雇用をするとは限りませんので、あらかじめご了承ください。
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国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
方
は
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
20
歳
に
な
っ
た
ら

忘
れ
ず
に
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き

を
し
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

■
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　
国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
方
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る

制
度
で
す
。
国
が
責
任
を
持
っ
て
運

営
す
る
た
め
、
安
定
し
て
い
ま
す

し
、
年
金
の
給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ

て
保
障
さ
れ
ま
す
。

■ 

老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん

　
国
民
年
金
に
は
、年
を
取
っ
た
と
き

の
老
齢
年
金
の
ほ
か
、障
害
年
金
や

遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。障
害
年
金

は
、病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た

と
き
に
受
け
取
れ
ま
す
。ま
た
、遺
族

年
金
は
加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、

そ
の
加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た
遺
族（「
子
の
あ
る
配
偶

○�

国
保
税
は
、
加
入
の
届
け
出
を
し

た
日
で
は
な
く
、
資
格
を
得
た
日

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

○�

辞
め
る
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
国

保
税
を
二
重
に
支
払
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○�

転
職
の
際
、
保
険
の
空
白
期
間
が

で
き
た
と
き
に
は
、
国
保
の
加
入

者
」や「
子
」）が
受
け
取
れ
ま
す
。

　
■
学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が
少

な
い
た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

対
象
と
な
る
学
生
は
、
学
校
教
育
法

に
規
定
す
る
大
学
、
大
学
院
、
短

期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門

学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各
種
学

校
（
修
業
年
限
1
年
以
上
あ
る
課

程
）
、
一
部
の
海
外
大
学
の
日
本
分

校
に
在
学
す
る
方
で
す
。

■
納
付
猶
予
制
度

　
学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、ご

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が一
定

額
以
下
の
場
合
に
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

※�

平
成
28
年
6
月
以
前
の
期
間
は
、

30
歳
未
満
で
あ
っ
た
期
間
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

お
よ
び
年
金
の
手
続
き
が
必
要
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○�

社
会
保
険
加
入
後
に
、
国
保
保
険

証
を
使
っ
て
医
療
を
受
け
て
し
ま

う
と
、
町
が
負
担
し
た
医
療
費
を

返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
必
ず
受
け
た
医
療
機
関
に

保
険
証
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
伝
え

て
く
だ
さ
い
。

年金
新
成
人
の
皆
さ
ん
へ

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　
国
民
年
金
は
、
年
を
取
っ
た
と
き
、
病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と

き
、
家
族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、
働
い
て
い
る
世
代
皆
で
支

え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

国保
国
保
の
加
入
・
脱
退

届
け
出
は
14
日
以
内
に
！

　
新
た
に
国
民
健
康
保
険
（
以
下
、
「
国
保
」
）
に
加
入
す
る
と
き
や
辞

め
る
と
き
に
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。
必
ず
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
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‐
３
９
１
２

問

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
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３
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「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

「
納
付
猶
予
制
度
」

どんなとき 届け出に必要なもの

職場の保険を
辞めたとき

印鑑・職場の健康保険を辞
めた証明書（離職票など）
世帯主および国保に加入す
る方の個人番号が分かるも
の
※ 60歳以下の方は基礎年金

番号が分かるものもお持
ちください。

職場の保険に
加入したとき

印 鑑・職 場の新しい保 険
証・国保の保険証
世帯主および国保を辞める
方の個人番号が分かるもの

そ
の
他

国保の被保
険者が亡く
なったとき

保険証・喪主の方の印鑑、
通帳
葬儀の書類(会葬礼状または
葬儀の領収書)

住所・氏名
などの変更
があったと
き

印鑑・保険証

保険証を無
くしたとき

印鑑・身分を証明するもの
世帯主および無くした方の
個人番号が分かるもの


